
令和５年７月受付分

商号又は名称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 許　　　可　　　番　　　号
取消処分に係る
建設業の種類

許可の取消処分
年月日

（全部廃業）

甲斐鐵工（有） 甲斐　陽子 大分市萩原1-5-17
大分県知事許可
（般－30）第12832号

全部廃業
　とび・土工工事業
　機械器具設置工事業

令和5年7月4日

（有）和宏建設 佐藤　一夫 豊後大野市三重町玉田961-1
大分県知事許可
（般－3）第6450号

全部廃業
　土木工事業
　とび・土工工事業
　舗装工事業
　水道施設工事業

令和5年7月6日

田中建装 田中　建次 由布市挾間町谷676
大分県知事許可
（般－2）第5730号

全部廃業
　内装仕上工事業

令和5年7月11日

（有）鶴洋工業 荒金　洋三 大分市大字丸亀436-1
大分県知事許可
（般－2）第9194号

全部廃業
　土木工事業
　とび・土工工事業
　石工事業
　舗装工事業
　しゅんせつ工事業

令和5年7月11日

（株）エアテック不動産 矢野　浩英 大分市大字津守496-64
大分県知事許可
（般－1）第13652号

全部廃業
　管工事業

令和5年7月12日

（株）大塚工業 河野　千恵 大分市大字三佐2380
大分県知事許可
（般－3）第5866号

全部廃業
　管工事業

令和5年7月28日

（有）小代建設 小代　勝代
豊後大野市朝地町上尾塚
3463-1

大分県知事許可
（般－3）第11536号

全部廃業
　土木工事業
　とび・土工工事業
　石工事業
　鋼構造物工事業
　舗装工事業
　しゅんせつ工事業
　水道施設工事業
　解体工事業

令和5年7月31日

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第1項の規定により、以下のとおり建設業の許可を取り消しましたのでお知らせします。

１ 許可取消しの原因

　 建設業に係る廃業等の届出があり、建設業法第29条第1項第5号に該当するため。

２ 商号又は名称等



（一部廃業）

（有）川端建材店 川端　一弘 宇佐市大字長洲39-1
大分県知事許可
（般－3）第13205号

一部廃業
　建築工事業
　解体工事業

令和5年7月7日


